
第���号議案

独立行政法人緑資源機構事業負担金等の徴収に関する条例

（趣旨）

第�条 この条例は、独立行政法人緑資源機構法（平成��年法律第���号。以下

「法」という。）第��条第�項の規定による負担金及び法第��条第�項の規定

による特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

（受益者負担金の徴収）

第�条 県は、独立行政法人緑資源機構（以下「機構」という。）が行う法第��

条第�項第	号イからハまで若しくは第
号の事業又は同項第�号の事業（土

地改良施設に係るものに限る。以下同じ。）に要する費用の一部を負担すると

きは、当該事業の実施に係る区域内にある土地についての土地改良法（昭和��

年法律第���号）第条に規定する資格を有する者（以下「事業参加資格者」

という。）（法第��条第�項第	号ハの事業にあっては、その事業の実施に係

る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を

有する者）その他法第��条第�項の農林水産省令で定める者で、当該事業に

よって利益を受けるものから、同条第�項の規定による負担金（以下「県負担

金」という。）の一部を徴収する。

� 前項に規定する者が同項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその地区

とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者からの受益者負担金

（同項の規定により県が徴収する負担金をいう。以下同じ。）の徴収に代え

て、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収するものとする。

（受益者負担金の額）

第条 受益者負担金の額は、前条第�項の事業（以下この項において「当該事

業」という。）に係る事業費の額に���分の��（法第��条第�項第	号ロに規

定する農業用道路の新設又は改良に係る事業にあっては、���分の��）を乗じ

て得た額から、法第��条第項の規定により当該事業の実施に係る区域の全部

又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村から県負担金の一部を徴収す
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る場合におけるその徴収する額及び同条第�項の規定により当該事業によって

利益を受ける市町村から県負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収する

額を差し引いて得た額に、当該事業の実施に係る区域内にある受益者負担金の

徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割

合を乗じて得た額とする。ただし、当該事業につき前条第�項の農林水産省令

で定める者がある場合において、その者から徴収する受益者負担金の額は、そ

の者の受ける利益を限度として知事が定める額とする。

� 法第��条第�項第�号の事業の実施に係る区域内にある土地についての前条

第�項に規定する者がある場合において、その者から県負担金の一部を徴収す

る場合におけるその徴収する額は、前項の規定にかかわらず、その者の受ける

利益を限度として知事が定める額とする。

（特別徴収金の徴収）

第�条 県は、法第��条第�項第�号イ又はロの事業（以下この条において「特

定事業」という。）の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者

が、機構が法第��条第�項の公告をした日以後	年を経過する日までの間に、

当該土地を特定事業に係る特定地域整備事業実施計画（法第��条第�項の特定

地域整備事業実施計画をいう。）において予定した用途以外の用途（以下この

項において「目的外用途」という。）に供するため所有権の移転等（所有権の

移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しく

は移転をいう。以下この項において同じ。）をした場合又は当該土地を自ら目

的外用途に供した場合（当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を

受けて、目的外用途に供した場合を除く。）には、その者から特別徴収金を徴

収する。ただし、独立行政法人緑資源機構法施行令（平成��年政令第
��号。

以下「令」という。）第�条第�項各号のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。

� 前項の規定により県が特別徴収金を徴収する場合には、第�条第�項の規定

を準用する。

（特別徴収金の額）
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第�条 前条に規定する特別徴収金の額は、第�号に掲げる額から第�号に掲げ

る額を差し引いて得た額とする。

� 県負担金のうち特別徴収金の徴収に係る土地に係る部分の額として令第��

条第�項において準用する同条第�項の規定により算定される額

� 法第��条第�項、第�項、第�項又は第�項の規定により県が徴収する負

担金のうち特別徴収金の徴収に係る土地に係る部分の額として令第��条第�

項において準用する同条第�項の規定により算定される額

（特別徴収金の徴収方法）

第	条 知事は、特別徴収金を一時に徴収するものとする。

（委任）

第�条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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